
 ①～③のすべてにあてはまる妊婦の方 

①令和5年2月1日以降に妊娠届を提出している方 

②妊娠届出時の面談を受け、アンケートの回答をした方 

③他の自治体で出産応援ギフトの支給を受けていない方 

【お問い合わせ】 

横瀬町 健康子育て課  

電話 0494-25-0110 

妊娠期から出産・子育てまで身近な相談に応じながら必要な支援につなぐ 

伴走型相談支援、妊娠・出産・子育てにかかる経済的負担軽減のため、 

『出産・子育て応援金』を支給する経済的支援を一体的に実施します！ 

 

 ①～③のすべてにあてはまる方 

①令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する方 

②出生届出後の面談を受け、アンケートの回答をした方 

③他の自治体で子育て応援ギフトの支給を受けていない方 

  出産応援金で 

  ５万円 

  子育て応援金で 

  ５万円 

計１０万円 
 支給します！ 

伴走型 

相談支援 

経済的 

支援 

妊娠届出    新生児訪問 

「こんにちは赤ちゃん事業」 

妊婦訪問 

「はじめの一歩」 

面談① 

アンケート 面談②  面談後も継続的な 

相談対応、情報発信 

出産応援金 

５万円 

子育て応援金 

５万円 

申請 申請 

面談③ 

アンケート 

○横瀬町出産応援ギフト支給申請書兼請求書 

 ※出産応援金申請時 

○横瀬町子育て応援ギフト支給申請書兼請求書請求書 

 ※子育て応援金申請時 

○本人確認書類の写し 

○振込口座番号を確認できる書類の写し  


